
群馬県における関連支援策等

令和7年10月7日（火）
～下請法は取適法へ～改正ポイント説明会
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パートナーシップ構築宣言の推進

事業者が、サプライチェーン全体の付加価値向上、大企業と中小企業の共存共栄を目指し、
「発注者」側の立場から、「代表権のある者の名前」で宣言するものです。

「パートナーシップ構築宣言」とは

宣言内においては、以下項目について宣言を行います
◼ サプライチェーン全体の共存共栄と新たな連携
・ オープンイノベーション
・ IT実装
・ グリーン化 等
■ 下請企業との望ましい取引慣行（「振興基準」）の
遵守
特に、取引適正化の重点5課題について宣言します。
① 価格決定方法
② 型管理などのコスト負担
③ 手形などの支払条件
④ 知的財産・ノウハウ
⑤ 働き方改革等に伴うしわ寄せ
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パートナーシップ構築宣言の推進

価格交渉しやすい環境を整備し、適正な価格転嫁を促進するため、令和5年8月に、経済団体、
労働団体、支援団体、行政の11団体が連携して取り組む共同宣言を発出しました。

【参加団宣言団体】

○経済団体

群馬県経営者協会、群馬県商工会議所連合会
群馬県商工会連合会、群馬県中小企業団体同友会、
群馬経済同友会、群馬中小企業家同友会

○労働団体

日本労働組合総連合会群馬県連合会

○支援団体

群馬県産業支援機構

○行政

経済産業省関東経済産業局、厚生労働省群馬労働局、群馬県

パートナーシップ構築宣言の推進と価格転嫁を促す群馬共同宣言
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パートナーシップ構築宣言の推進

群馬県における宣言の状況（R7.9.29時点）

◼ 企業イメージの向上

◼ 国・県の補助金等への優遇措置

◼ SDGｓの達成に寄与

宣言企業数

群馬県 １,８６６

栃木県 ７２７

茨城県 １,３０７

埼玉県 ７,４７８

全国 ７８，６４３

宣言のメリット

「宣言」により発生する義務はありません。
ただし、「宣言」が履行されていないと認められる場合には、
「宣言」の掲載が取りやめになることがあります。



関連支援策について

◼ 「パートナーシップ構築宣言」が

支援金の申請要件

◼ 従業員への賃上げを要件に

支援金を支給

←ぐんま賃上げ促進支援金

中小企業パワーアップ資金→

ぐんま賃上げ促進支援金
特設サイト→

◼ 「パートナーシップ構築宣言」を

登録した上で要件を満たすと低

金利で制度融資を利用可能

中小企業パワーアップ資金
群馬県ホームページ→ 4
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宣言登録の流れ

社内体制の

確認

• パートナーシップ構築宣言の取扱いを確認（「代表者の名前で宣言」「ポータルサイトでの公開」等）

• 下請中小企業振興法に基づく「振興基準」の内容を確認

準備

• ポータルサイトから「ひな形」をダウンロード

• 「記載要領」を確認しながら宣言を作成し、PDF化

登録

• ポータルサイト上の登録フォームに必要事項を入力

• PDF化した「宣言」をアップロード

公開

• 事務局が内容（署名が入力されているかなど）を審査

※修正がなければ10日程度でサイトに公開（申請が集中する時期は更に日数を要する場合あり）

パートナーシップ
構築宣言ポータルサイト→
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価格転嫁、取引に関するご相談

各種相談等窓口 相談先のページ

○群馬県よろず支援拠点
あらゆる経営課題の相談窓口です。
＜相談先＞群馬県よろず支援拠点：027-265-5016

○価格転嫁サポート窓口
価格交渉に関する基礎的な知識や原価計算の手法の習得支援を通じて、下請中小企業の

価格交渉・価格転嫁を後押しします。
＜相談先＞群馬県よろず支援拠点：027-265-5016

○下請かけこみ寺（R8.1.1からは「取引かけこみ寺」）
中小企業の取引上の悩みに関する相談について、企業間取引や下請代金法などに詳しい
相談員や弁護士が無料で相談に応じています。
※取引あっせん、経営、技術、金融、労働、交通事故等、一般の法律相談に関する相談は、お受けできません。

＜相談先＞（公財）群馬県産業支援機構：027-265-5027

○申告情報ガイドライン
中小企業庁では、下請代金支払遅延等防止法（下請法）の対象となる違反事実（親事

業者の義務・禁止行為）に関する申告・報告（情報提供）を受け付けています。
※民事的な紛争解決のための仲介等を行うものではありません。

＜相談先＞中小企業庁：03-3501-1511


